
第７３５回通関協議会（本関地区） 

 
１． 日 時   令 和 元 年 １２月 １０日 （火 ） １２時 から 

 

２． 場 所   横 浜 税 関 本 関  ７階  大 会 議 室  

 

３． 議 題 等（敬 称 略 ） 

 
(1) 「年末特別警戒期間」における協力依頼について 

五島 管理課長 

 (2) 年末年始における税関業務のお知らせ 

五島 管理課長 

(3) 輸出貿易管理令の一部改正について 

髙橋 特別審査官 

(4) 第５３回通関士試験の結果について 

      亀谷 首席通関業監督官 

(5) 日EU・EPA協定発効前に船積みされた貨物の取扱いについて 

      中澤 原産地調査官 

(6) 日米貿易協定に係る文書による事前教示の受付について 

    中澤 原産地調査官 

 

その他・連絡事項等 

 

 

 

 

 

次回開催予定日  令和２年１月８日（水） １２：００～ 

開 催 場 所   横浜税関本関 ７階 大会議室 

当協会に関するご質問や議題提起がありましたら、事務局あてにご連絡ください 

公益財団法人日本関税協会横浜支部 

TEL 045-680-1757  FAX 045-680-1758 

E-mail: bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 



【密輸情報の提供のお願い】 

密輸防止には皆様の情報提供が大きな力となります。身の回りで「不審な貨物」や「怪しい言動をする

不審者」などを目にした際は税関密輸情報窓口に通報願います。 

 

「あやしいな・おかしいな」と思ったらすぐ通報 
詳しくはWEB サイトで！              

 
 

フリーダイヤル    シ  ロ  イ    ク  ロ  イ 

密輸ダイヤル ０１２０－４６１－９６１ 
E-mail: yokohama-mitsuyu110@customs.go.jp  

令和元年 12月９日 

横浜税関通関業会 殿 

 横 浜 税 関 
 

 

「令和元年 年末特別警戒期間」における 

協力依頼について 
 

 

 平素から税関行政に対し、深いご理解と多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、税関では不正薬物、金地金及びテロ関連物資等の不正輸入の取締りを最重要課題

として位置づけ、取締関係機関と連携しながら全力をあげて水際取締りに取り組んでおり

ます。 

特に、年末においては輸出入貨物や旅客が増加し、これに便乗した密輸事犯の増加が懸

念されることから、下記のとおり「年末特別警戒期間」を設定し、水際での取締りを強化

いたします。期間中、職務質問や検査等の頻度が増加する場合もありますが、ご協力をお

願いいたします。 

また、不正輸入に係る情報はもとより、貨物、人及び船舶等について不審と思われる点

がございましたら、どんな些細なことでも結構ですので、最寄りの税関官署又は下記の「密

輸ダイヤル」まで通報を頂きますようご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

実施期間：令和元年 12月 11日（水）～令和元年 12月 20日（金） 

 

 

検索 

👆👆 
 

税関 密輸 

密輸110番 
メールアドレス 



令和元年 11 月 25 日 

関係各位 

横 浜 税 関 

 

年末年始における税関業務のお知らせ 

年末年始期間中（令和元年 12 月 28 日（土）から令和２年 1月５日（日）まで）の税関業務に

ついては、下記のとおり取り扱うこととしておりますので、お知らせします。 

 

１．監視取締関係業務 

（１）本関 監視分庁舎（大桟橋窓口）においては、通常どおり窓口業務を行います。 

（２）仙台空港 

   税関支署 

通常どおり窓口業務を行います。 

（３）茨城空港事務所 12 月 28 日（土）から 12 月 31 日（火）、１月２日（木）から１月５日（日）は窓

口業務を行います。（８時３０分から１７時００分） 

上記日時以外における業務処理については、（別紙）「年末年始期間中における連絡

先」にご連絡をお願い致します。 

（４）千葉税関支署 通常どおり窓口業務を行います。 

（５）川崎税関支署 監視分庁舎（大桟橋窓口）において業務処理を行います。 

（問い合わせ先） 

監視部取締部門（０４５－２１２－６０７０） 

（６）その他の官署 全日閉庁します。 

期間中における業務については、（別紙）「年末年始期間中における連絡先」にご連

絡をお願い致します。 

なお、事前に予定が判明している場合は、12 月 27 日（金）１７時００分までに最

寄りの税関官署にご連絡いただきますようお願い致します。 

  



２．通関関係業務（国際郵便物業務を除く。）及び保税関係業務 

（１）本関 本関地区（本関、大黒埠頭出張所、本牧埠頭出張所）及び川崎地区（川崎税関支署、

川崎税関支署東扇島出張所）の管轄内に蔵置されている貨物に係る業務は、以下の

とおり、監視部取締部門と業務部特別通関部門が連携して対応致します。 

（問い合わせ先） 

監視部取締部門    （０４５－２１２－６０７０） 

業務部特別通関部門（０４５－２１２－６１１５、６１６３） 

 通関関係業務 保税関係業務 

12 月 28 日（土） 通常の土曜日と同様に業務部特別通関部門において業務処理

を行います。（８時３０分から１７時００分） 

12 月 29 日（日） 通常の日曜日と同様に事前の業務要請があった場合に業務処

理を行いますので、前日１７時００分までに業務部特別通関

部門にご連絡をお願い致します（それ以降に緊急の業務要請

がある場合は、監視部取締部門にご連絡をお願い致します。）。 

12 月 30 日（月）～

12 月 31 日（火） 

通常の休日と同様に業務部特別通関部門において業務処理を

行います。（８時３０分から１７時００分） 

１月１日（水） 閉庁（緊急の業務要請がある場合は、監視部取締部門にご連

絡をお願い致します。） 

１月２日（木）～ 

１月４日（土） 

通常の土曜日及び休日と同様に業務部特別通関部門において

業務処理を行います。（８時３０分から１７時００分） 

１月５日（日） 通常の日曜日と同様に事前の業務要請があった場合に業務処

理を行いますので、前日１７時００分までに業務部特別通関

部門にご連絡をお願い致します（それ以降に緊急の業務要請

がある場合は、監視部取締部門にご連絡をお願い致します。）。 

 

 

 

取扱業務 

 

 

 

 

 

○輸出入申告（積戻し申告、

蔵・移・総保入承認申請を

含む。） 

○輸出許可後の許可内容変更 

○開庁時間外の執務を求める

届出 

○輸入申告に係る収納事務 

（担保業務を除く。） 

 

○保税運送承認 

○保税運送到着確認 

○事故確認 

○積卸コンテナリスト通関 

○見本一時持出許可 

○貨物取扱許可・届 

○指定地外貨物積卸許可 

○開庁時間外の執務を求める

届出 



（１）申告（申請等）方法等は、執務時間外における体制と同様ですが、 

      詳細又は不明な点等については、12 月 27 日（金）１７時００分までに、 

・通関関係は業務部通関総括第１部門   （０４５－２１２－６１５０）、 

   ・保税関係は監視部保税取締部門保税窓口（０４５－２１２－６１２６）、 

     にお問い合わせいただきますようお願い致します。 

（２）本関以外の官署に既に予備申告をされている貨物等、業務部特別通関部門

においてお取り扱いできない場合がありますので、事前に予定が判明して

いる場合は、12 月 27 日（金）１７時００分までに最寄りの税関官署にご

連絡いただきますようお願い致します。 

（２）大黒埠頭出張所 

本牧埠頭出張所 

川崎税関支署 

川崎税関支署 

東扇島出張所 

全日閉庁します。 

管轄内に蔵置されている貨物に係る業務は、上記「（１）本関」のとおり、監視部

取締部門と業務部特別通関部門が連携して対応致します。 

（３）その他の官署 全日閉庁します。 

期間中における業務については、（別紙）「年末年始期間中における連絡先」にご連

絡をお願い致します。 

なお、事前に予定が判明している場合には、12 月 27 日（金）１７時００分までに

最寄りの税関官署にご連絡いただきますようお願い致します。 

３．国際郵便物業務 

川崎東郵便局内に蔵

置されている郵便物 

 

○川崎外郵出張所 

期間中の輸出入申告手続きについては、事前に以下の問い合わせ先までご連絡をお

願い致します。 

（問い合わせ先） 

川崎外郵出張所特別通関部門（０４４－２７０－５７７４） 

日本郵便㈱川崎東郵便局  （０４４―５８９―６７０８） 

４．その他  

 ・自由化申告を事前に予定されている場合は、申告官署及び蔵置官署双方の開庁時間内に、申告官署へ

ご連絡をお願い致します。 

・あらかじめご連絡いただいていた業務が事前に終了した場合又は業務内容に変更が生じた場合には、 

その旨を、連絡いただいていた税関官署までご連絡いただきますようお願い致します。 

 



(別　紙）

０９０-２２２４-８５１５ （監視関係業務）

０９０-５５２０-３０１４ （保税関係業務）

０９０-３２２４-１９０４ （通関関係業務）

０９０-７２３５-９９５１ （監視及び保税関係業務）

０９０-３２２４-１９０５ （通関関係業務）

気仙沼出張所 ０９０-３２２４-１９０６

仙台空港税関支署 ０２２-３８３-２３９０

０９０-８０３５-４０７７ （監視及び保税関係業務）　※12/28（日）～12/31（火）

０９０-８０３５-４０７８ （監視及び保税関係業務）　※1/1（水）～1/5（日）

０９０-３２２４-１９０３ （通関関係業務）

相馬出張所 ０９０-１６９１-１７３６

福島空港出張所 ０９０-７４２２-９１８７

０９０-３２２０-７８５９ （監視関係業務）

０９０-１６９８-２３６０ （保税関係業務）

０９０-１０４１-８４８５ （通関関係業務）

日立出張所 ０９０-１６９１-１６９３

つくば出張所 ０９０-４６２０-０１１５

０２９９-５４-０４７１

０９０-４６２０-０１１５

０９０-４６２０-０１０４ （通関関係業務）

０９０-８０３５-４０４１ （監視及び保税関係業務）

三崎監視署 ０９０-４６２０-０１０６

宇都宮出張所 ０９０-４８２５-２７９８

川崎外郵出張所
　（国際郵便物の輸出入申告に係る業務）
　 特別通関部門
 　０４４-２７０-５７７４

年末年始期間中（12/28(土)～　1/5(日））における連絡先

本関地区

　　本関
　　大黒埠頭出張所
　　本牧埠頭出張所

（監視関係業務）
監視部取締部門
０４５-２１２-６０７０

（通関及び保税関係業務）
業務部 特別通関部門
０４５-２１２-６１１５、６１６３
　１２/２８、１２/３０、１２/３１、１/２、１/３、１/４　　８時３０分～１７時００分
  ※上記以外の時間帯については、監視部取締部門へご連絡をお願い致します。

仙台塩釜税関支署

　茨城空港事務所

千葉税関支署
０４３-２４１-７０２１
０９０-３２２４-１４００

横須賀税関支署

石巻出張所

鹿島税関支署

小名浜税関支署

千葉税関支署
　船橋市川出張所
　木更津出張所
　姉崎出張所
　銚子監視署

（監視関係業務）
監視部取締部門
０４５-２１２-６０７０

（通関及び保税関係業務）
業務部 特別通関部門
０４５-２１２-６１１５、６１６３
　１２/２８、１２/３０、１２/３１、１/２、１/３、１/４　　　８時３０分～１７時００分
※上記以外の時間帯については監視部取締部門へご連絡をお願い致します。

川崎地区

　　川崎税関支署
　　川崎税関支署東扇島出張所











 
 
 
 

第５３回通関士試験の結果について 

 

   令和元年１０月６日（日）に実施された第５３回通関士試験結果の概要は、 

下記のとおりです。 

 

記 

 

１．受験者数・合格者数等                         

 
願書提出者数 受験者数 合格者数 合格率 

第 53回 前年比 第 53回 前年比 第 53回 前年比 第 53回 第 52回 

全科目受験者 7,816 102.5% 5,661 103.3% 708 103.8% 12.5% 12.4% 

 男性 4,482 94.5% 3,134 98.7% 365 97.6% 11.6% 11.8% 

 女性 3,334 115.6% 2,527 109.5% 343 111.4% 13.6% 13.4% 

２科目受験者 668 92.8% 567 93.4% 71 52.6% 12.5% 22.2% 

 男性 521 92.4% 433 92.1% 46 52.3% 10.6% 18.7% 

 女性 147 94.2% 134 97.8% 25 53.2% 18.7% 34.3% 

１科目受験者 177 124.6% 160 123.1% 99 112.5% 61.9% 67.7% 

 男性 157 137.7% 142 135.2% 85 126.9% 59.9% 63.8% 

 女性 20 71.4% 18 72.0% 14 66.7% 77.8% 84.0% 

合計 8,661 102.0% 6,388 102.7% 878 97.0% 13.7% 14.6% 

 男性 5,160 95.2% 3,709 98.9% 496 93.8% 13.4% 14.1% 

 女性 3,501 114.1% 2,679 108.5% 382 101.6% 14.3% 15.2% 

 

２．合格基準 

試験科目 合格基準 

通関業法 満点の６０％以上 

関税法等 満点の６０％以上 

通関書類の作成要領その他通関手続の実務 満点の６０％以上 

 

※ 11 月 29日 税関 HPに掲載 

2019年 12月 10日 

本関地区通関協議会 

業務部 首席通関業監督官 



 

【参考 1】第 53回通関士試験実施税関別受験者数等 

税関 試験地 願書提出者数 受験者数 合格者数 合格率(%) 

函館税関 北海道 149 124 17 13.7 

東京税関 
 

3,222 2,183 310 14.2 

  新潟 98 66 8 12.1 

  東京 3,124 2,117 302 14.3 

横浜税関 
 

948 694 107 15.4 

  宮城 143 114 17 14.9 

  神奈川 805 580 90 15.5 

名古屋税関 
 

1,142 918 125 13.6 

  静岡 158 123 19 15.4 

  愛知 984 795 106 13.3 

大阪税関 大阪 1,375 1,022 136 13.3 

神戸税関 
 

1,014 794 112 14.1 

  兵庫 736 568 86 15.1 

  広島 278 226 26 11.5 

門司税関 福岡 594 478 53 11.1 

長崎税関 熊本 125 98 11 11.2 

沖縄地区税関 沖縄 92 77 7 9.1 

合 計 8,661 6,388 878 13.7 

 

【参考 2】過去 10年の通関士試験受験者等の推移(第 44回～第 53回) 

区分 願書提出者数 受験者数 受験率(%) 合格者数 合格率(%) 

平成 22 年(第 44回) 12,087 9,490 78.5 929 9.8 

平成 23 年(第 45回) 11,760 9,131 77.6 901 9.9 

平成 24 年(第 46回) 11,544 8,972 77.7 769 8.6 

平成 25 年(第 47回) 11,340 8,734 77.0 1,021 11.7 

平成 26 年(第 48回) 10,138 7,692 75.9 1,013 13.2 

平成 27 年(第 49回) 10,018 7,578 75.6 764 10.1 

平成 28 年(第 50回) 9,285 6,997 75.4 688 9.8 

平成 29 年(第 51回) 8,627 6,535 75.8 1,392 21.3 

平成 30 年(第 52回) 8,491 6,218 73.2 905 14.6 

令和元 年(第 53回) 8,661 6,388 73.8 878  13.7 

第 1回～53回 計 431,063 314,293 72.9 48,247 15.4 

 



日EU・EPA協定の規定を満たす産品のうち、
・ 同協定の発効日に輸出締約国から輸入締約国に輸送中であるもの
・ すでに輸入締約国に到着し保税地域に蔵置されている貨物

を協定発効後に輸入申告する場合は、必要な特恵要求手続（輸入申告）が発効日から12カ月以
内に行われることを条件として、日EU・EPA税率の適用が可能です。 【参照条文：第3・29条】

例えば下図のように、発効日（2019年２月１日）時点で輸送中または既に蔵置されている貨物は、
発効から12カ月以内（2020年１月31日まで）に輸入申告（ISW）が行われた場合に限り、日EU・EPA
税率を適用できます。

2020年２月１日以降に輸入申告（ISW）を行った場合、日EU・EPA税率は適用不可となりますので
ご留意ください。

協定発効日
（2019/2/1）

IS
(100CT)

ISW
(100CT)

ISW
(30CT)

ISW
(70CT)

ISW
(100CT)

○
○

×

×

発効から12カ月
（2020/1/31）

輸送中

日EU・EPA協定発効前に船積みされた貨物の取扱い

【お知らせ】

イメージ図

IS
(100CT)

(注）
I S：蔵入
ISW：蔵出輸入

IS
(100CT)
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